
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メンタルヘルス対策自主点検実施結果について 
～ストレスチェック結果を集団分析し，その結果を 

活用した事業場の割合が 76.3％に～ 
 

東京労働局（局長 辻田 博）は、職場におけるメンタルヘルス対策の自主的な取  

組を促すため、「メンタルヘルス対策自主点検」を実施し、このほどその結果を取りま 

とめましたので公表します。 

自主点検は，東京労働局管内の事業場のうち，常時使用する労働者 50 人以上の事 

業場から無作為抽出した 3,530 事業場を対象とし，1,800 事業場から有効な回答を 

得ました(回答率 51.0％)。 

 

   【メンタルヘルス対策自主点検結果のポイント】 

１ メンタルヘルス対策の取組状況(別添資料ｐ2～) 

（１）  事業主がメンタルヘルス対策の推進を表明している事業場の割合は 73.6％ 

（昨年度 75.2％) 

（２） 「心の健康づくり計画」を策定している事業場の割合は 48.4％（昨年度 

   47.9％) 

（３） ストレスチェック結果の集団分析を行っている事業場の割合は 90.2％ 

（昨年度 90.7％) 

（４） 集団分析結果を勘案して心理的負担軽減措置を講じている事業場の割合は 

76.3％（昨年度 75.4％) 

２ 事業場内推進体制とメンタルヘルス対策(別添資料ｐ6～) 

（１） 事業場内でメンタルヘルス対策推進体制を整備している事業場はこれら体 

制が確立していない事業場に比べ大きく取組が進んでいる。 

（２） 「心の健康づくり計画」を策定している事業場は，同計画を策定していな 

い事業所に比べ心理的負担軽減措置を講じている割合が 7.3 ポイント高い。 

【今後の取り組み】 

    ストレスチェック制度の実施の徹底を図るため，引き続き集団指導，個別指導を実 

施するとともに，ストレスチェック結果の集団分析及びこれを活用した職場環境改善 

の取組をさらに促進するため，引き続き集団指導・情報提供などを行ってまいります。 
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別添資料 

   １. 目的 

メンタルヘルス対策自主点検は、第13次東京労働局労働災害防止計画（平成30

年度から令和4年度までの5か年計画）の目標として設定している「ストレスチェ

ック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60%以上とする。」

について、その状況を把握するため、令和２年度から実施しており、令和４年度調

査で３年目となります。 

令和２年度の自主点検の結果、72.3％とすでに目標を達成していることから、

令和３年度から75.0％を目標として取り組みを進めています。 

２. 自主点検対象事業場と回答事業場 

(1) 自主点検対象事業場 

       東京労働局管内の常時使用する労働者50人以上の事業場から、3,530事業場を

抽出 

(2) 回答事業場 

       回答事業場1,908事業場(回答率54.1％)のうち、回答時点で常時雇用する労働

者が50人以上であった事業場(※)1,800事業場(回答率51.0％)について分析を行

いました。 

３. 実施期間 

令和４年９月30日から令和４年10月31日まで 

 

(※)労働安全衛生法においてストレスチェックの実施が義務付けられているのは，常時使

用する労働者が50人以上の事業場となっています。 
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76.3%

90.2%

72.7%

97.2%

65.1%

62.6%

73.8%

48.4%

73.6%

75.4%

90.7%

67.0%

96.8%

65.4%

61.2%

73.7%

47.9%

75.2%

40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

集団的分析結果を勘案して心理的負担軽減措置を講じている (ケ)

ストレスチェック結果の集団的分析を行っている (ク)

労働者の申出により医師による面接指導を遅滞なく実施している (キ)

メンタルヘルス不調者の相談体制を整備している (カ)

管理監督者に対する教育研修を実施している (オ)

メンタルヘルスに関する研修会を開催している (エ)

メンタルヘルス推進担当者を選任している (ウ)

「心の健康づくり計画」を策定している (イ)

事業主がメンタルヘルス対策の推進を表明している (ア)

主要点検項目に対する取組状況

令和3年度 令和4年度

メンタルヘルス対策自主点検実施結果について 

  (労働者 50人以上の 1,800事業場からの回答の取りまとめ) 

(１)主要点検項目に対する取組状況 

 点検項目については、昨年度と比べ回答割合に大きな変化は認められないが、6 項目で昨

年以上の取組が行われている。また、項目(キ)「労働者の申出により医師による面接指導を

遅滞なく実施している」については、回答割合が昨年に比べ、5.7 ポイント増加しており、

取組が一定進んでいる状況が見受けられた。  

第 13 次東京労働局労働災害防止計画の目標項目である、点検項目（ケ）については、前

年を 0.9 ポイント上回る 76.3％となり、目標値である 75％を達成した。 
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71.3%
87.5% 81.6%

74.7% 74.1% 69.1% 73.2% 78.8% 81.1%
69.6%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

製造業 建設業 運輸交通業 商業 金融・広告業 教育研究業 保健衛生業 接客娯楽業 清掃・と畜業 その他の事業

（ア）事業主がメンタルヘルス対策の推進を表明している

事業場の割合
点線は局全体の割合(73.6%)

49.4%

62.5% 63.3%
59.0%

48.1%

34.6%
38.6%

63.6% 64.2%

43.1%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

製造業 建設業 運輸交通業 商業 金融・広告業 教育研究業 保健衛生業 接客娯楽業 清掃・と畜業 その他の事業

（イ）「心の健康づくり計画」を策定している事業場の割合
点線は局全体の割合(48.4%)

80.5% 83.3%
78.6%

74.9% 76.9%
72.8% 72.8%

78.8% 79.2%
69.8%

30.0%

50.0%

70.0%

90.0%

製造業 建設業 運輸交通業 商業 金融・広告業 教育研究業 保健衛生業 接客娯楽業 清掃・と畜業 その他の事業

（ウ）メンタルヘルス推進担当者を選任している事業場の割合
点線は局全体の割合(73.8%)

56.3%

64.6%
68.4% 67.7% 68.5%

42.6%

59.2%

54.5%

71.7%

63.2%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

製造業 建設業 運輸交通業 商業 金融・広告業 教育研究業 保健衛生業 接客娯楽業 清掃・と畜業 その他の事業

（エ）メンタルヘルスに関する研修会を開催している事業場の割合
点線は局全体の割合(62.6%)

メンタルヘルス対策自主点検実施結果について 

(２)主要点検項目別業種別回答状況 
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57.5%

68.8%

76.5%

67.1%
71.3%

48.5%

58.7%

63.6%
73.6%

66.2%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

製造業 建設業 運輸交通業 商業 金融・広告業 教育研究業 保健衛生業 接客娯楽業 清掃・と畜業 その他の事業

（オ）管理監督者に対する教育研修を実施している事業場の割合

点線は局全体の割合(65.1%)

95.4% 97.9% 95.9% 97.8% 99.1% 97.8% 97.8% 100.0% 96.2% 96.4%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

製造業 建設業 運輸交通業 商業 金融・広告業 教育研究業 保健衛生業 接客娯楽業 清掃・と畜業 その他の事業

（カ）メンタルヘルス不調者の相談体制を整備している事業場の割合
点線は局全体の割合(97.2%)

64.4%

70.8%

58.2%

74.4%

87.0%

78.7%

56.0% 57.6% 54.7%

79.1%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

製造業 建設業 運輸交通業 商業 金融・広告業 教育研究業 保健衛生業 接客娯楽業 清掃・と畜業 その他の事業

（キ）医師による面接指導を遅滞なく実施している事業場の割合
点線は局全体の割合(72.7%)

87.3%
95.8%

92.9% 93.3% 92.6%
86.8% 86.4% 84.8%

92.4% 89.4%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

製造業 建設業 運輸交通業 商業 金融・広告業 教育研究業 保健衛生業 接客娯楽業 清掃・と畜業 その他の事業

（ク）ストレスチェック結果の集団分析を行っている事業場の割合

点線は局全体の割合(90.2%)

メンタルヘルス対策自主点検実施結果について 
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71.3%
79.2%

82.7% 80.9%
85.2%

67.6%

74.5%

54.5%

79.2%
74.6%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

製造業 建設業 運輸交通業 商業 金融・広告業 教育研究業 保健衛生業 接客娯楽業 清掃・と畜業 その他の事業

（ケ）集団的分析結果を考慮して心理的負担軽減措置を講じている事業場の割合

点線は局全体の割合(76.3%)

メンタルヘルス対策自主点検実施結果について 

 建設業、運輸交通業、商業、金融・広告業、清掃・と畜業の５業種は半数以上の項目で局

全体の割合を上回っている(昨年は製造業、建設業、運輸交通業、商業、金融・広告業、その

他の業種の６業種)。中でも商業及び金融・広告業は、全ての項目で局全体の割合を上回って

いる。 

 製造業、教育研究業、保健衛生業、接客娯楽業、その他の事業の５業種が半数以上の項目

で局全体の割合を下回っている。 
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15.2％

61.0％

22.0％

68.1％

0.5％

47.9％

24.1％

72.9％

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

事業主のメンタルヘルス対策推進表明なく心理的負担軽減措置あり

事業主のメンタルヘルス対策推進表明かつ心理的負担軽減措置あり

事業主のメンタルヘルス対策推進表明なく集団分析あり

事業主のメンタルヘルス対策推進表明かつ集団分析あり

事業主のメンタルヘルス対策推進表明なく心の健康づくり計画あり

事業主のメンタルヘルス対策推進表明かつ心の健康づくり計画あり

事業主のメンタルヘルス対策推進表明なく相談体制あり

事業主のメンタルヘルス対策推進表明かつ相談体制あり

事業主のメンタルヘルス対策推進表明と他の取組のとの関係

約3.0倍

約96倍

約3.2倍

約4.0倍

15.6％

60.5％

22.3%

67.8％

3.8％

44.5％

24.2％

72.8％

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

メンタルヘルス推進担当者の選任なく心理的負担軽減措置あり

メンタルヘルス推進担当者の選任かつ心理的負担軽減措置あり

メンタルヘルス推進担当者の選任なく集団分析あり

メンタルヘルス推進担当者の選任かつ集団分析あり

メンタルヘルス推進担当者の選任なく心の健康づくり計画あり

メンタルヘルス推進担当者の選任かつ心の健康づくり計画あり

メンタルヘルス推進担当者の選任なく相談体制あり

メンタルヘルス推進担当者の選任かつ相談体制あり

メンタルヘルス推進担当者の選任と他の取組との関係

約3.0倍

約11.7倍

約3.0倍

約3.9倍

メンタルヘルス対策自主点検実施結果について 

(３)事業場内の推進体制の確立と他の取組との関係 

 「事業主がメンタルヘルス対策の推進を表明している事業場」や「メンタルヘルス推進担当

者を選任している事業場」等事業場内の推進体制が確立されている事業場は、事業主が表明を

していない、または推進担当者を選任していない事業場に比べ、相談体制の確立、心の健康づ

くり計画の策定、集団分析の実施、心理的負担軽減措置のいずれも大幅に高くなっている。 

 また、「事業主がメンタルヘルス対策の推進を表明している事業場」と「メンタルヘルス推進

担当者を選任している事業場」を比べると、相談体制の確立、心の健康づくり計画の策定、集

団分析の実施、心理的負担軽減措置のいずれの項目においても「事業主がメンタルヘルス対策

の推進を表明している事業場」の割合が高くなっている。 
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6.1%

44.9%

3.3%

45.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

「心の健康づくり計画」を策定せず，集団分析も実施せず

「心の健康づくり計画」を策定せず，集団分析を実施

「心の健康づくり計画」を策定し，集団分析を実施せず

「心の健康づくり計画」を策定し，集団分析を実施

「心の健康づくり計画」の策定と集団分析との関係

約1.9倍

約13.7倍

約7.4倍

15.9%

34.4%

5.9%

41.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

「心の健康づくり計画」を策定せず，心理的負担軽減措置なし

「心の健康づくり計画」を策定せず，心理的負担軽減措置あり

「心の健康づくり計画」を策定し，心理的負担軽減措置なし

「心の健康づくり計画」を策定し，心理的負担軽減措置あり

「心の健康づくり計画」の策定と心理的負担軽減措置との関係

約7.1倍

約2.2倍

約3.3倍

7.3ポイント高い

メンタルヘルス対策自主点検実施結果について 

(４)「心の健康づくり計画」の策定とストレスチェック実施後の取組状況について 

「心の健康づくり計画」を策定している事業場は、同計画を策定していない事業場に比べ心理

的負担軽減措置を講じている割合が 7.3 ポイント高い。 

「心の健康づくり計画」を策定していないが、その後集団分析を実施している事業場の割合

は、「心の健康づくり計画」を策定しておらず集団分析も実施していない事業場の割合の約 7.4

倍であったが、「心の健康づくり計画」を策定している事業場が集団分析をしている割合は、

「心の健康づくり計画」を策定しているが集団分析をしていない事業場の約 13.7 倍であり、そ

の差は約 1.9 倍であった。 

「心の健康づくり計画」を策定していないが、その後心理的負担軽減措置を講じている事業場

の割合は、「心の健康づくり計画」を策定しておらず心理的負担軽減措置も講じていない事業場

の約 2.2 倍であったが、「心の健康づくり計画」を策定し、その後心理的負担を講じている事業

場の割合は、「心の健康づくり計画を策定しているが、心理的負担軽減措置を講じていない事業

場の約 7.1 倍であり、その差は約 3.3 倍であった。 
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31.3%

32.7%

35.8%

38.2%

38.6%

41.2%

43.2%

43.8%

44.9%

45.5%

50.6%

52.0%

56.0%

56.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

⑲ 職場間の相互理解を推進するために，職場や作業グループ

で情報を共有したり，連絡調整を行ったりする

㉖ 健康増進や仕事のストレス軽減について，学ぶ機会を設け

る

③ 忙しい時期に備え，特定の個人やチームに業務が集中しな

いよう前もって人員の見直しや業務量を調整する

㉔いろいろな立場の人（若年，高齢，女性，パート，障害）が

職場の一員として尊重される働きやすい職場にする

⑭ 災害発生時や火災などの緊急時に対応できるよう，訓練を

したり，通路を確保するなど日頃から準備を整える

⑰ 職場内でお互いを理解し助け合う雰囲気が生まれるよう，

日頃から工夫する

② スケジュール表や掲示板，共有ファイルなどを活用して，

必要な情報が全員に正しく伝わるようにする

㉓職場での暴言や暴力，パワハラ等について対応する手順を定

める

⑨ 職場の暑さや寒さ，明るさを整え，快適な作業環境にする

⑳ 学校，育児，介護など，個人のライフスタイルに応じて，

勤務調整ができるようにする

④ 時間外労働の上限を決めて，長時間労働を避けるような勤

務体制にする

㉑ 個人の健康や職場内の問題などについて，プライバシーに

配慮して相談できる窓口を設置する

⑮ 必要な時に上司や同僚に相談したり支援を求めたりしやす

いようコミュニケーションがとりやすい環境を整備する

⑥ 定めた休日がきちんととれ，年次有給休暇やリフレッシュ

休暇等が計画的に，または必要に応じてとれるようにする

事業場が講じた心理的負担軽減措置の割合（全業種）（複数回答）

 メンタルヘルス対策自主点検実施結果について 

(５)事業場が集団分析結果を勘案して講じた心理的負担軽減措置の割合 

８ 

 

 


